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土地の評価で、もう悩まない！

B 5 判・264 頁　定価：3,700 円 +税

本書の特色
◆難解とされる土地の評価について、
　その評価方法と留意点を具体的事例
　をもとに解説！

◆利用規制を受ける土地の評価方法も
　網羅的に理解できる！

◆巻末には「対象不動産の調査」として
　役所調査の手続方法も収録！

『税理士が知っておきたい！ 土地評価に関する
建築基準法・都市計画法コンパクトブック』も
好評発売中！

特殊・難解な
土地評価事例

これが知りたかった！
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問 32　農地法第 5条の許可を受け贈与した倍率地域の農地の評価

　子供が家を建てるため、父親が持っている田を子供に贈与しました。贈与に際し農

地法第 5条の許可を受け子供に名義変更した後、子供が造成工事を行い宅地に地目を

変更しています。固定資産税評価額は 120,000 円、その地域の田の倍率は 4.5 倍なの

で評価額は 540,000 円になります。贈与税の基礎控除額の 110 万円以下なので贈与税

の申告は不要と考えてよいでしょうか。

答

　本問のケースは、宅地比準方式により評価します。

　宅地比準方式とは、その農地が宅地であるとした場合の 1 m2 当たりの価額からそ

の農地を宅地に転用する場合にかかる通常必要と認められる 1 m2 当たりの造成費に

相当する金額を控除した金額に、その農地の地積を乗じて計算した金額により評価す

る方法をいいます。

　相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時の時価で評

価します（相法 22）。農地の贈与に係る取得の時期は、農地法第 5条により許可を受

けなければならない農地の場合、原則として当該許可があった日です（相基通 1 の

3・1の 4共─10）。

　また、農地法第 5条に規定する許可を受けた農地は、市街地農地となります（評基

通 36─4）。

　本問の農地を評価する場合、評価時点は許可があった日となるため、市街地農地と

して評価することとなります。固定資産税評価額に農地の倍率を乗じた評価は行いま

せん。よって、その農地が宅地であるとした評価額から、その農地を宅地に転用する

場合にかかる通常必要と認められる造成費に相当する金額を控除した金額により評価

し、その金額が 110 万円を超えれば贈与税の申告が必要となります。

〔参考通達〕

○相続税法基本通達（昭和 34年 1月 28日直資 10）

　　（農地等の贈与による財産取得の時期）

1の 3・1の 4共─10　農地法（昭和 27年法律第 229 号）第 3条第 1項（（農地又は採草

放牧地の権利移動の制限））若しくは第 5条第 1 項（（農地又は採草放牧地の転用のため

の権利移動の制限））本文の規定による許可を受けなければならない農地若しくは採草放

牧地（以下 1の 3・1 の 4 共─10 においてこれらを「農地等」という。）の贈与又は同

項第 7号の規定による届出をしてする農地等の贈与に係る取得の時期は、当該許可があ

った日又は当該届出の効力が生じた日後に贈与があったと認められる場合を除き、1の

3・1 の 4 共─8 及び 1 の 3・1 の 4 共─9 にかかわらず、当該許可があった日又は当該

届出の効力が生じた日によるものとする。

（下線は著者）

○財産評価基本通達（昭和 39年 4月 25日直資 56・直審（資）17）

　　（市街地農地の範囲）

36─4　市街地農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。

（1）農地法第 4条（（農地の転用の制限））又は第 5条（（農地又は採草放牧地の転用のた

めの権利移動の制限））に規定する許可（以下「転用許可」という。）を受けた農地

（2）市街化区域内にある農地

（3）農地法等の一部を改正する法律附則第 2条第 5項の規定によりなお従前の例によ

るものとされる改正前の農地法第 7条第 1 項第 4 号の規定により、転用許可を要し

ない農地として、都道府県知事の指定を受けたもの

（下線は著者）

〔参考法令〕

○農地法（昭和 27年法律第 229号）

　　（農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限）

第 5条　農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの（農地

を除く。次項及び第 4項において同じ。）にするため、これらの土地について第 3条第

1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許

可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限り

でない。

　（以下略）
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